
【集合住宅】

・消防署や防災の知識を持つ人を呼び、集合住宅ごとに防災訓練を行う。

・救助連絡の伝達方法を決めておく。

→番地や集合住宅ごとにグループ分けをしておく。

【その他】

（災害前）

・救急用品を普段から用意しておく。

→自宅内で救助用品を分散して置いておく。

→手当用の持ち出し物品は中身を書いて掲示しておく。

→非常持ち出し袋に止血パッド、ガラス対応の手袋・靴を追加し、玄関に

置く。

■その時あなたは、どうしますか？

・自分の救護。

・救命救急講習をみんなで受ける。

・ の講習会で普通救命士になれるということを町会以外にも広める。

・ の場所を確認する。 商店街、コンビニなど

・医療マップの作成→商店街では配布中。

・町会と町内の病院で連携とれるようにしておく。（協定のお願い）

・負傷者が出たという想定で訓練をする。医者などがいないか声かけ。
その他の意見

・救助を要する人の名簿を民生委員さんと町会とで共有できるように。

・家族の中で連絡方法を決めておく。→回覧で啓発。

・各家庭で最低限の備えをしておく→回覧で啓発。

・学校でも防災教育をして地域になれるように。

・災害時の対応（負傷者の救出）を普段から話し合いする。 商店街

※医療救護所は、重傷者を抽出し適切な後方医療機関への搬送を主たる目的としているこ
とを周知する必要がある。
負傷者を医療救護所へ搬送する必要があるか判断する。

課題３ 要援護者の支援

■現状（意見）

・上町地区には、高齢の方や障害をお持ちの方など、支援を必要とする人が

多数いる。

・現状、災害時要援護者の方と顔の見える関係の構築ができていない。個人

情報保護の関係で、要援護者側から、情報提供を拒否されることがある。

・協定を締結することが、なかなか難しい。町会の役員が高齢化している。

担う人材が少ない。

・支援者の確保が困難な状況である。

・災害発生時の災害時要援護者対応の仕組みが未整備である。

・個人情報への配慮から、要援護者へのアプローチが難しい。

■地区としての今後の取り組みの方向性

①平常時から要援護者を見守る体制作りをする。

②事業所への働きかけをする。

③要援護者に向けて防災意識の啓発をする。

■各団体の今後の取り組みの方向性

【町会】

・町会で要援護者名簿を作成する。

→作成の際には、話し合いの場をしっかり設ける。

→医療処置のある人は、事前に医療担当者がリストアップする。

→既に協定を締結している町会は、協定を今後も維持できるようにする。

・世田谷東町会、世田谷二丁目町会は、災害時要援護者支援協定に基づき要

支援者に対する訪問員を決め、平時から顔合わせを行うことで、協定締結

にもとづく支援を行えるよう、訪問員を育成する。

・行政、町会、民生委員、消防団などが協力して、日頃から要援護者を見守

り、情報交換する場を設ける。

→ご近所のお年寄り、心配な方の情報を知っておく。

→災害時にどのように連絡体制をとるか決めておく。

→要配慮の家を把握しておく。

→災害弱者用の車いすを事前に確保し、置く場所を決めておく。

・町会内の介護施設やホームに、災害時の協力を働きかける。

→災害時に一時的に町会内の要援護者を受け入れてもらえるか。

→各種福祉物品を使わせてもらえるか。

・要援護者に向けて防災意識の啓発をする。

→町会で笛やブザーを近くに置くことを推進する。

→お年寄りにも防災訓練に参加してもらって、いざと言うときに動揺しな
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いようにする。

【民生委員】

・行政、町会、民生委員、消防団などが協力して、日頃から要援護者を見守

り、情報交換する場を設ける。

→ご近所のお年寄り、心配な方の情報を知っておく。

→災害時にどのように連絡体制をとるか決めておく。

→要配慮の家を把握しておく。

・要援護者に向けて防災意識の啓発をする。

→民生委員のふれあい訪問時に、防災に関するイベント参加の声かけをす

る。

【その他】

・要援護者に対する知識を増やす。

→ボランティア活動や公的な講習会を通じて知識を得る。

→車いす体験をしておく。

→道の状況によって、車椅子が通れないときのために、簡易担架の作り方

を覚える。

■その時あなたは、どうしますか？

・町で見かける気になる人をチェックしておく。

（どこに住んでいるか、近くに知り合いはいるか）

・災害時要支援ネットワーク作り（東町会）

・隣近所が基本。
その他の意見

・各団体で取り組んではいるが、その情報が共有できていない。

・災害時には余裕がある人が要援護者の資料を持ち寄れるようにする。

・エリア内に小さなグループを作っておく。

・地区単位での災害シミュレーション訓練。

課題４ 地域の防犯

■現状（意見）

・犬の散歩のときに空き家のチェックをしている。

・町会で防犯パトロールを実施している。

・災害時に見てまわれるか、どのように見てまわってよいかわからない。

■地区としての今後の取り組みの方向性

①日頃から地域の防犯意識を高める。

②災害時にも動ける防犯パトロール体制を作る。

■各団体の今後の取り組みの方向性

【町会】

・日頃から地域の防犯意識を高める。

→平常時、災害時ともに地域の見守り部隊を作り、パトロールをする。

→ご近所へ防犯情報等の声かけ、町会掲示板への掲示をする。

【ＰＴＡ】

・日頃から地域の防犯意識を高める。

→自転車かごにパトロール中とはりつける。

■その時あなたは、どうしますか？

避難所では

・時間を不定期にして見回る（泥棒、火災）

・犯人はプロのため、警備の手薄を狙っている。不定期の時間に巡回する。

普段では

・隣近所の接点がないため、常に近所の人が気にかければいいのでは。

・パトロール隊を増やして日頃から実施していく。

・人は必ず買い物に行くから近くのコンビになどに連絡してみる。

・パトロール中というたすきを作り、犬の散歩のときにつける。

・ 、 代のお父さんに防災訓練に参加してもらう。

・防犯パトロールをする防災メンバーを公募にする。

・パトカーのパトロールの巡回回数を増やす。

・若いメンバーが必要。
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